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平成２７年度第１回 新居浜市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

 

１ 日 時 平成２７年１０月９日（金） １３：３０～１４：３０ 

 

２ 場 所 新居浜市役所４階４１会議室 

 

３ 出席者（委員） 

被保険者代表           安藤 秀夫  野村 待子  藤本 幸恵   養原 正 

保険医又は保険薬剤師代表 知元 正行  山内 保生  大野 高溥  北村 好隆 

公益代表 真木 増次郎 岩本 和強  永易 英寿  頼木 煕子 

被用者保険等保険者代表 井原 織江  今井 基博 

事務局（市） 岡部福祉部長  井上国保課長  飯尾主幹              

高橋副課長   藤縄副課長   佐薙係長  岡田係長 

              今川主事 

４ 欠席者  

 なし     

 

５ 傍聴人  

０名 

 

６ 議題 

（１）国民健康保険運営協議会 会長・副会長の選任について 

（２）平成２６年度国民健康保険事業特別会計決算について 

（３）その他 

新居浜市国民健康保険保健事業計画（データヘルス計画）について 
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課長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

定刻がまいりましたので、ただ今から平成２７年度 第１回新居浜市国民健康保険運

営協議会を開会いたします。私は国保課主幹の飯尾と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

まず初めに、委員の異動がありましたので、ご報告いたします。 

「公益を代表する委員」の真木増次郎委員、岩本和強委員及び高橋一郎委員が辞職

され、新たに真木増次郎委員、岩本和強委員及び永易英寿委員が、５月１９日付けで、

委員に委嘱されました。また、「被用者保険等保険者を代表する委員」の木下力委員

が辞職され、新たに井原織江委員が１０月１日付けで委嘱されました。 

それでは、今年度第１回目の運営協議会ですので、委員の皆様、簡単に自己紹介を 

お願いいたします。真木委員さんより、時計回りでお願いいたします。 

（自己紹介） 

ありがとうございました。 

事務局も人事異動で職員の入れ替わりがありましたので、自己紹介させていただき

ます。福祉部長からお願いします。 

 (事務局 自己紹介) 

なお、本日の会議につきましては、新居浜市国民健康保険条例施行規則第６条に規

定されておりますように「全委員の２分の１以上、かつ、各代表委員１名以上の出席」

の条件を満たしており、会議は成立していることをご報告いたします。 

（資料チェック） 

それでは、開会に当たりまして、岡部福祉部長より、一言ご挨拶を申し上げます。 

（福祉部長挨拶） 

議事に先立ちまして、議事録署名人の決定を行います。今回は「被保険者代表」の野

村委員さんと「保険医又は保険薬剤師を代表」の大野委員さんにお願いしたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

ありがとうございます。両委員さん、よろしくお願いいたします。 

これより、議事に入りますが、国民健康保険条例施行規則第４条の規定によりまし

て、「会長及び副会長の任期は１年間とする。」となっておりますので、会長・副会長

が選出されるまでの間、井上国保課長が、司会進行をさせていただきます。 

 

では、会長・副会長が決まるまでの間、議事進行をさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、これより第１号議案「運営協議会会長・副会長の選任について」を議題

といたします。 

事務局より説明を求めます。 

 

会長・副会長の選任につきましては、新居浜市国民健康保険条例施行規則第３条第

２項に基づき、公益を代表する委員のうちから、全委員によって選ぶことになってお
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ります。なお、同規則第４条で「会長及び副会長の任期は１年とする。ただし再任は

妨げない」となっております。 

大変恐縮ですが、事前に公益を代表する委員の方に協議をいただき、会長に真木委

員さん、副会長に頼木委員さんのご推薦をいただいております。 

 

それでは、ここで、みなさまにお諮りいたします。 

ただいま、推薦されております会長の選任につきまして賛成の方の挙手を求めま

す。   

（挙手多数） 

続きまして、副会長の選任につきまして、賛成の方の挙手を求めます。   

（挙手多数） 

出席委員の賛成多数によりまして、会長及び副会長が選任されました。 

真木委員さん 頼木委員さん、こちら（正面）の会長・副会長席への移動をお願い

いたします。 

それでは、真木会長に代表してご挨拶をお願いいたします。 

 (会長挨拶) 

 

ありがとうございました。 

続きまして、これから議事に入りますが、国民健康保険条例施行規則第５条の規定

によりまして、会長が議事の進行を行うこととなっておりますので、真木会長さんに、

これからの議事の進行をお願いいたします。 

 

それでは、第２号議案「平成２６年度国民健康保険事業特別会計決算について」を

議題といたします。事務局より説明を求めます。 

 

第２号議案、平成２６年度国民健康保険事業特別会計決算について、ご説明申し上

げます。 

それでは、お手元に配布させていただいております資料の「事業勘定・歳入歳出決

算」をご覧ください。左側が歳出、右側が歳入となっています。 

国民健康保険の特別会計は、左側の歳出で「医療費の伸びなどを勘案し、どのくら

いの費用がかかるのか」という予測をして、右側の歳入で、「国、県、市などからの

財源収入を見積もり、残りを被保険者の保険料で賄う」という仕組みとなっています。 

まず、左側の歳出について、主なものをご説明申し上げます。 

総務費は、主に人件費ですが、予算現額と比べて、１,１７９万８,４５２円減の２

億１，９１６万４,５４８円となりました。これは、人事異動等による職員給与の減少、

人事院勧告に準拠した給料表の改正などによるものでございます 

続きまして、歳出の中で最も大きなウエートを占めております保険給付費でござい

ます。その中の療養給付費は、被保険者の診療、薬剤、入院などの費用ですが、一般
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被保険者分は、予算現額と比べて、１５９万７,８４７円増の７７億１，２５８万６,

８４７円となりました。 

続きまして、療養費は、治療用装具代、柔道整復師の施術等について、受診時には

全額負担していただき後日、申請により支給するというものでございます。一般被保

険者分は、予算現額と比べて、４７９万１,４１６円減の５，５２０万８，５８４円と

なりました。 

続きまして、高額療養費は、同じ月内の医療費が高額になり自己負担額を超えた場

合に、申請により限度額を超えた分を支給するものでございますが、一般被保険者分

は、予算現額と比べて、４，８２０万７,８４３円減の１０億４，８５０万４，１５７

円となりました。 

また、出産育児一時金は１０３件で、４，３９５万３２円、葬祭費は２０１件で４

０２万円となっております。 

保険給付費全体では、歳出全体の約６９．２％を占め、支出額の合計では、予算現

額と比べて７，８２６万６,１４１円減の９５億２,１６０万３,８５９円の支出となっ

ています。 

続きまして、老人保健拠出金でございます。予算現額と比べて、２万６,６１５円減

の６万２,３８５円となりました。こちらの拠出金でございますが、既に平成２０年４

月に老人保健医療制度は廃止となっておりますが、遅延して提出された過年度分のレ

セプト請求に対応するものでございます。減となりました理由といたしましては拠出

金額の算定が無く、事務処理に対する費用のみが決定したためでございます。 

続きまして、後期高齢者支援金は各医療保険者から後期高齢者医療制度にかかる支

援金として社会保険診療報酬支払基金へ納付するものでございますが、拠出金は１５

億４,７８２万５,６８９円となりました。 

続きまして、前期高齢者納付金等は、６５歳から７４歳までの前期高齢者の加入割

合に応じて、負担の不均衡を各保険者間で財政調整を行うため、納付するものでござ

いますが、納付額は１２１万３，８１３円となりました。 

続きまして、介護納付金は、介護保険制度に要する費用の財源とするために、各医

療保険者が拠出するもので、４０歳から６４歳の介護第２号被保険者の介護保険料で

す。納付額は、６億１,８６６万８，１５５円となりました。 

続きまして、共同事業拠出金のうち高額医療費拠出金は、１件あたり８０万円以上

の高額医療費の支出について、国保財政への急激な影響を緩和するため国、県の支援

のもと、県内の保険者が国保連合会に再保険として拠出するものです。 

続きまして、共同安定化拠出金は、県内市町国保間の保険料の標準化や財政の安定

化を図るため、各国保からの拠出金を財源としまして、県内市町国保で負担を共有す

るものです。 

続きまして、共同事業全体の拠出金は、予算現額と比べて、９，５４２万９，０２

７円減の１４億８，７２２万７，９７３円で歳出全体の約１０．８パーセントを占め

ています。 
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続きまして、保健事業費は、国保が行う健康増進事業であり、特定健康診査等事業

費につきましては、各保険者に義務付けられた生活習慣病対策のための特定健診・特

定保健指導の事業費です。保健衛生普及費につきましては、主に脳ドックの委託料で

す。 

また、諸費は、はり・きゅうの施術に対する負担です。保健事業費全体では予算現

額と比べまして、１，３４４万３，６９５円減の１億５１万１，３０５円となってお

ります。 

続きまして、基金積立金につきましては、平成２５年度の繰越金である１億８７６

万２，８９９円と利息分３２万５,２８４円の合計１億９０８万８，１８３円積み立て

がございました。 

続きまして、公債費につきましては、平成２２年度に国保財政が逼迫した際に、愛

媛県広域化等支援基金より２億５，０００万円の借り入れを行い、平成２４年度から

平成２８年度まで毎年５，０００万円ずつ返済するものです。 

続きまして、諸支出金につきましては、過年度の保険料の還付として３７１万４，

５８０円。国庫支出金・県支出金等の平成２５年度分の実績による精算金として１億

３２０万６，３９０円を返還しており、合計では予算現額と比べて、１４０万９，６

３０円減の１億６９５万１，３７０円となっております。 

以上、歳出決算の総額は、予算現額１３９億６,２８６万８，０００円に対しまして、

１３７億６,２３１万７,２８０円となっています。 

続きまして、右側の歳入でございます。 

まず、保険料につきましては、一般被保険者医療分の現年度収入としまして、予算

現額と比べて、２，４９３万６,５４５円増の１４億６,８６７万５，５４５円となり

ました。保険料の合計では、一般・退職の現年度分・滞納繰越分を合わせ、予算現額

に対して、４，３０７万８８８円増の２２億４，４４２万８，８８８円となっており、

歳入全体に占める割合としましては、約１６．３％となっています。 

続きまして、国庫支出金欄の療養給付費等負担金でございますが、保険者が負担す

る歳出の療養給付費や高額療養費等の保険給付費、後期高齢者支援金や介護納付金に

対する国の負担金となっており、予算現額と比べて、１億９，５８９万５，２５７円

増の２１億２，５５２万８，２５７円となりました。同様に、特定健康診査等負担金

は、保険者が実施する特定健康診査等に対する国の負担分、また高額医療費共同事業

につきましては、歳出の高額医療費共同事業拠出金に対する国の負担分となっており

ます。 

続きまして、国庫補助金のうち、普通調整交付金につきましては、市町村間におけ

る財政の不均衡を調整するために交付されるものです。特別調整交付金につきまして

は、画一的な測定基準では対処し得ない特別の事情に対して交付されるものです。 

以上、国庫支出金の合計では、予算現額と比べて、１億８２１万１，０４３円増の

３２億３４１万７，０４３円となっており、歳入の約２３．３％を占めています。 

続きまして、前期高齢者交付金は、６５歳から７４歳までの前期高齢者の医療費の
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負担を国民健康保険及び被用者保険等の全ての保険者間で公平に負担する制度で、前

期高齢者加入率が全国平均を上回る分だけ社会保険診療報酬支払基金から交付金が

交付されるものでございます。予算現額と比べて、１２５万６，２７４円減の３９億

３，２７２万４，７２６円となっており、歳入の約２８．６％を占めています。 

続きまして、療養給付費等交付金につきましては、退職者医療制度に要する費用の

一部について、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございまして、その

算定にあたっては、国民健康保険退職被保険者数と歳出の保険給付費等の退職者分が

基礎となっております。予算現額と比べて、１，３５８万８，４１０円増の７億３，

７１６万８，４１０円となっております。 

続きまして、県支出金のうち、高額療養費共同事業負担金につきましては、６，０

８２万３，７８６円となりました。 

また、特定健康診査等負担金につきましては、１，０５３万６，０００円となりま

した。 

続きまして、都道府県財政調整交付金につきましては、市町村の国保財政の安定化

における都道府県の役割・権限の強化を図るために平成１７年度から設けられた財政

調整交付金ですが、予算現額と比べて２０２万１，７７８円増の５億３，５５６万９，

７７８円となりました。 

以上、県支出金の合計額は、予算現額と比べて、２３８万２，４３６円減の６億６

９２万９，５６４円となっています。 

続きまして、高額医療費共同事業交付金につきましては、国保連合会が、県内各保

険者からの拠出金で実施しております高額医療費における交付金です。 

また、保険財政共同安定化事業交付金につきましては、県内の市町の保険料の平準

化や財政の安定化を図るために、国保連合会が、県内すべての市町国保の拠出により

共同事業を実施するものです。 

共同事業の交付金の合計額は、予算現額と比べまして、２，５１４万８，９０９円

増の１６億７８０万９０９円となっています。 

続きまして、その他一般会計繰入金につきましては、一般会計からの繰入金２億円

と重度心身障がい者や未就学児・母子等の医療費無料化などの地方単独事業の実施に

伴う国の負担金の減額相当分５，７５１万７３３円の合計２億５，７５１万７３３円

となりました。 

一般会計繰入金の合計では、２，７３３万８，４６８円減の１１億７，２９９万９，

５３２円となっています。 

続きまして、基金繰入金につきましては、歳出に対して不足する歳入を補うため国

民健康保険財政調整基金を取り崩して歳入としたもので、これにより平成２６年度末

の基金残高は、７億５，２１６万３，７７５円となりました。 

使用料及び手数料は、保険料の督促手数料で、６９万４，５８０円の収入となって

います。 

続きまして、諸収入の第三者納付金につきましては、被保険者が交通事故等により
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岩本委員 

治療を受けた場合、その費用を加害者から責任割合に応じ損害賠償金として受け入れ

るもので、一般・退職あわせて２,７００万８，１５８円の収入となりました。 

次に、不当返納金につきましては、被保険者が国保資格喪失後に国保を使用した場

合に国保診療に係る返納金や、医療機関による療養費の不正請求等の返納金を受け入

れるもので、一般・退職あわせて１３３万８，２９２円の収入となりました。 

以上、歳入決算の総額は、予算現額１３９億６，２８６万８，０００円に対しまし

て、１３７億６，２３１万７，２８０円でございました。 

最終的に歳入・歳出を差し引きますと、差引０となっておりまして、平成２７年度

への繰越金はございません。 

なお、昨年度平成２６年９月議会におきまして平成２５年度決算に伴う剰余金を平

成２６年度の繰越金として計上し、国民健康保険財政調整基金に積み立てる補正を行

い、この時点での基金残高は８億６，６３３万１，２９５円となりましたが、先ほど

ご説明いたしましたように、平成２６年度の歳入不足を補うため、年度末の基金取り

崩しによりまして、現時点での基金残高は、７億５，２１６万３，７７５円となって

おります。 

財政調整基金につきましては、平成２７年度予算におきまして、３億８，０７１万

２，０００円の取り崩しを見込んでおり、また、平成２６年度の療養給付費負担金等

の償還金として約１億４，４２０万円の返還予定があり、現時点での平成２７年度の

決算見込みの基金残高は、約２億２，７２５万円と見込んでおります。 

以上で、平成２６年度の歳入・歳出決算についての説明を終わります。 

今後も国民健康保険事業の健全な運営を図ってまいりたいと考えておりますので、

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

ただいまの事務局からの説明について質疑はありませんか。 

 

協会けんぽは、ご承知のとおり中小企業で働かれる方を加入者としている医療保険

者ですが、この新居浜市に会社を構える事業所が４，３３１社ございます。そこで約

６万人の方が働いておられるのですが、その方々は協会けんぽの保険料率１０．０

３％ということで、全国的にみても愛媛県の料率は高いです。給料の中から源泉徴収

される保険料に加えて、一般会計の方からも繰入があるということは、給料でも保険

料として天引きされながら、地方税の方でもよりたくさんのお金を払って、二重に苦

しいような状況にあるということがございますので、保健事業の方も、今回は５００

万円近くが、決算でマイナスということになっておりますが、そういったところに力

をいれながら、なるべく一般会計の繰入を食い止めるような方法で運営していただけ

たらと思いますので、よろしくお願いいたします。実情を知っていただきたく、お話

させていただきました。 

 

保健事業の特定健康診査費が５００万円くらい減っているという説明でしたが、平
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成２５年度に比べて平成２６年度は、高い目標を立てられていたのか、あるいは、平

成２５年度よりも平成２６年度の健診受診率が下がったのか等、減った理由をお聞か

せください。 

 

まず、特定健康診査の受診率でございますが、平成２５年度が３０％、２６年度も

３０％ということで目標を定めております。平成２５年度につきましては２７．７％

という結果になっており、平成２６年度につきましては、現在のところ受診率につい

ては、法定数値はまだ出ていませんが、状況としましては、目標値よりも平成２５年

度が下回って、平成２６年度についても、実際のところ、予算よりも少なくなってい

る状況ですので、受診率につきましても、目標値に到達していないという状況ではな

いかと見込んでおります。 

 

概要の８２ページの国保料の徴収のことですが、現年度収納率では、平成２１年が

一番低く９２．７９％、平成２６年度は９４．７２％ということで、平成２２年度に

債権管理対策室ができて増えたのではないかと思うのですが、どちらにしても、滞納

繰越額、そして、滞納繰越分が、１年遅れ、２年遅れになったら、平成２１年度の滞

納繰越分の収納率が２５％くらいで、残りの４分の３は収納できていないという状況

で、その後、債権管理対策室ができて、平成２６年度の収納率は、約３２％ですが、

要するに、毎年５，０００万円から６，０００万円が、不能欠損といって貸し倒れで

処理されているが、国保自体が、６５歳以上の方や所得の低い方がたくさん加入され

ているので、厳しいところもあるのですが、基本的には、所得に応じて保険料は決ま

っているので、やはり、それだけの所得があるから、これだけの国保料を払って下さ

いという話になっているので、そのあたりは、やはりもう少し収納率をあげていくと

いうのも非常に大事なことだと思うのですが、もちろん、いろいろな取組みをされて

いると思うのですが、そのあたりをお伺いします。 

 

説明を求めます。 

 

債権管理対策室は平成２２年度にできまして、債権管理対策室のアドバイスもいた

だきながら、悪質な滞納につきましても取組んでいる状況でございます。 

基本的には、納付期限がありまして、翌月、督促状を送り、納付がなければ、また

催告書を送るようにしているのですが、アドバイスを受けた中で、預金や生命保険等

の財産調査をして、財産がある方につきましては、差押等にも取組んでいます。 

昨年度も、それぞれの実情に応じた納付相談によって、分納等の対応もさせていた

だいているのですが、財産のある方の差押につきましては、平成２２年度が５件の６

６万４，０００円程でございましたが、平成２６年度につきましては、１９件の約３

８８万円の差押を実施しまして、負担能力のある方については、それらの負担をして

いただくというようなことにも取組んでいます。今後につきましても、より財産調査
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を行いながら、財産のある方については、差押等をしていくということで、取組んで

まいります。 

 

さきほど言ったように、前年の所得ということなので、逆に、前年、所得があって、

例えば、事業者の方が倒産して、無収入になった場合には、前年の所得に応じて国保

料が決まりますから、そういう方については、本当に丁寧にご相談に応じていただく

ということが一番だと思うのですが、まずは国保課で、滞納が発生したら２０日以内

に督促する等、最後は債権管理対策室にゆだねてもいいのですが、まずは国保課でし

っかりと収納してもらうということが一番大事だということと、もう一つは、現年度

分収納率の向上に努めていただきたい。今年の分は９０％を超えているが、一回繰越

になったら、今年の分と去年の分を払わなければいけないということで、どんどん収

納率が下がってくるので、そのあたりも考えながらやっていただきたい。特に、国保

の場合、２年過ぎたら時効ですから、まじめに払っている方とそうではない方との不

公平感もでてくるので、国保に対する不公平感を市民の方が持たないように、担当課

としてもしっかりと収納率の向上にあったっていただきたいと思います。 

 

今井委員さん。 

 

滞納しない仕組みというのはとれないのでしょうか。私たちは給料天引きなので、

こういう苦労はなく安穏とさせていただいているのですが、たとえば、口座振替とか。

今、現金で集められているところもあるのですよね。現金集めではなくて、できるだ

け、口座振替とか年金天引きとかで、滞納しないような上のところの仕組みを考えた

方がいいのではないかと思うのですが。 

 

まず、滞納の前段階でのいろいろな取組みあたりを具体的に答弁してください。 

 

国保料の場合、６月に前年の所得がわかりますので、それをもとに、７月１日をも

って、前年の１月から１２月の所得をもとに算定しますので、納期としましては、７

月から翌年の３月までの９回で、１年間分を払っていただくというのが、普通に納め

ていただく納期になっているのですが、その納期が、例えば、７月なら７月末が納期

限ということになりますので、その納期限までに納付がない場合は、翌月の２０日ま

でに督促状を送り、督促状を送った後も納付がない場合は、年４回ほど、催告書を送

っています。 

この督促状及び催告書を送ることによりまして、電話や窓口での納付相談に応じさ

せていただき、生活状況が苦しいから分割にならないか等、納期までに納められない

方につきましては、「毎月、いくらずつ払う」等の納付の誓約を立てて、支払ってい

ただくようにしております。その後も納付がない方につきましては、未納ということ

になりますので、再度、催告書を送るというようなことで納付相談に応じていただく
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というような対応をいたしております。 

そして、納付方法につきましては、事業の概要の８４ページ、８５ページでござい

ますが、表の一番左の特別徴収 A は、年金から保険料をいただいております。そして

真ん中の徴収 B は、国保課窓口で払っていただくとか、銀行等の金融機関で支払って

いただく方、そして、口座振替 C のところが、銀行口座等で引き落としの手続きをし

ていただく方ということになっております。平成２６年度の口座振替の状況は、８５

ページの収納額のところでは、全体の５３．９１％が口座振替となっております。新

規加入者につきましては、今年度から、さらに口座振替を勧めるよう取組んでおりま

すが、国民健康保険の場合、社会保険が切れて国民健康保険に加入され、またすぐに

就職されるかもしれない方や、扶養が外れて国保に入り、またすぐに社会保険の扶養

に入られる方等の短期間の加入者もいらっしゃいますので、その方には口座振替を勧

めてないこともあります。現在、徴収員は１３名で、それぞれ地域を分けまして、集

めておりますとともに、さらに、口座振替の促進にも努めてまいりたいと考えており

ます。 

 

今井委員さん、よろしいでしょうか。 

 

細かい項目別にお伺いします。まず、療養給付費の８３億円という支出についてす

が、意識的に軽減対策をとられている施策はあるのかどうか。２つ目が、保健事業費

１億１，３００万円についてですが、事業費の１％未満なのだが、これはもう少し頑

張って増額したらいいのではないか。私たちの感覚では３～５％くらいは、保健事業

に使っています。それからいうと国保も、３億円くらいまで保健事業に使って、医療

費を減らす方向に取組んだらどうかと。また、保健センターと共同で、うまく保健事

業ができないかということ。それから、歳入歳出の差引が０円となっているが、これ

はどういう仕組みでそうなるのか。概要の９６，９７ページを見てみると、通常決算

であれば、差額が０というのは普通ないのになぜ０なのか教えていただきたい。最後

に、事務概要の１２１ページの再審査状況について、請求をして結果も出ているとい

うことなのですが、医療費適正化に非常に役立つものが再審査だと私も思っているの

で、これにどのように取組まれているのかお教えいただきたい。 

 

 療養給付費を抑えるための対策でございますが、概要の１２２ページでございま

す。医療費通知ということで、「いくら医療費が掛っています。」という通知を年６回

送付することによりまして、医療費がどれくらい掛っているかということをそれぞれ

の世帯にご確認いただくようなことで、医療費については対応しています。そして、

ジェネリック医薬品の関係につきましては、先発医薬品から後発医薬品に切り替える

と差額が１００円以上発生する方につきまして、後発医薬品に切り替えるとこれだけ

医療費が下がりますというような通知を年２回通知を差し上げること等で、療養給付

費の抑制に取組んでいます。 
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 続きまして、国保の保健事業である特定健康診査についてですが、今年度、保健セ

ンターと共同で集団健診を年４３回実施し、その中で、保健センターのがん検診と国

保の特定健診を同時実施し、効率的な生活習慣病等の予防対策に取組んでおります。 

 続きまして、差引０円についてですが、歳入歳出決算では、０円ということでござ

います。この点につきましては、歳入のところで、１億１，４１６万７，５２０円を

基金から繰入をいたしておるところで、最終的な赤字部分を埋めているという形にな

っておりますので、基金の取り崩しによって差引０円にしているということでござい

ます。 

そして、再審査の関係でございますが、取組みといたしましては、レセプトの点検

ということで、国保連で審査した後、市に送られたレセプトを再点検する職員３名を

雇用いたしまして、不必要な部分等につきましてチェックをしております。国保連の

審査ではできない、縦覧点検でありますとか、それぞれの調剤費と突合する等の再審

査によって、医療費の削減に取り組んでいる状況でございます。 

 

事業のマイナスということは、基金繰入のその数字分だけということですよね。 

 

そうです。 

 

この平成２３年度と平成２４年度の空白になっているところ、これはどういう意味

ですか。これが空白ということは、市全体の収入支出との関係でどのようになるので

しょうか。 

（国民健康保険の概要８３ページの国民健康保険料年度別収納状況調の表における 

 不納欠損の欄の平成２３年度と平成２４年度の空白） 

 

この２年間でございますが、不能欠損の記入する欄の処理の仕方が、この年度から

やり方を変えたということで、処理年度が２年間ずれているというような状態で、こ

こが空白になっているということでございます。平成２１年度までのところがありま

すので、今の書き方でいくと２年間下へずれた形が、今の書き方ということで、ここ

で２年間については、年度の書き方が変わったためにこういう状態になっているとい

うことだと思われます。 

 

平成２６年度はまだわからないということですか。 

 

そうですね。平成２１年度までの書き方にすると、書いてないという状態になりま

す。平成２６年度になっていますが、これについては例えば、平成２３年度とか過去

の２年前の分になっておりますので、その処理された、例えば、平成２３年度なら平

成２３年度のところへ書くような書き方で書いていたということになります。 

 



12 

会長 

 

安藤委員 

 

会長 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤 縄 副 課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安藤委員さんよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

ほかに質問はありませんでしょうか。 

 (なし) 

以上で質疑を終わります。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（なし） 

以上で討論を終わります。 

それでは、第２号議案「平成２６年度国民健康保険事業特別会計決算について」は、

原案のとおり承認してよろしいでしょうか。賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙手多数） 

挙手多数により、第２号議案につきましては、原案どおり承認することに決しまし

た。次に、「その他」として何かありませんか。 

 

現在策定中の「新居浜市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」に

つきまして、事務局案が作成できました。本日、概要を委員の皆様にご説明いたしま

して、ご意見をいただき計画を策定したいと考えております。 

本市におきましても、今年度国保データベータシステム（KDB）の稼働に伴い、健

診や診療報酬明細（レセプト）の情報を活用して、医療費の伸びの抑制及び被保険者

の健康課題の改善の両面から計画案を策定いたしております。 

それでは、お手元の資料の計画書の概要につきましては、担当の藤縄副課長から説

明いたします。 

 

データヘルス計画は、高血圧や糖尿病等の予防可能な生活習慣病の発症や重症化予

防に重点をおいて、健診データ、レセプトデータ、介護データなどを活用して、効果

的な保健事業に取組むために策定した計画です。短期計画で、平成２９年度までの計

画となっています。それでは、概要図に沿って説明をします。真ん中に国が目指すべ

き方向性ということで、厚生労働省では保健局と健康局という大きな健康増進の２本

柱があって、保健局は特定健診・保健指導、健康局は健康増進事業をそれぞれ管轄し

ています。それを上手に連携することで、健康寿命の延伸、介護・医療の適正化が図

れるということを図で示しています。これにあてはめて、新居浜市のデータヘルス計

画の数値を記入しています。まず、特定健診・保健指導の状況です。かっこ内に計画

書のページを記入しているので、後からゆっくりお目通しください。数値は平成２５

年度ベースで書いております。特定健診の受診率ですが、新居浜市は２７．７％です。

KDB システムで、全国や県内、それから全国の中でも新居浜市と同じ人口規模の１

０万人～１５万人の保険者が、全国で１０５市ありますが、KDB に情報を公開して
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いる市の数が９１となっていますので、その９１の市の中で新居浜市が何番目かとい

うことを書いています。 

同規模の市の中では、９１市中６４位となっています。保健指導率は３０．３％で

す。未受診者の状況ですが、約７割の方が特定健診を受けていません。その中の約３

割の方が健診も受けていなければ医療にもかかっていない、健康状態を把握できてい

ない人です。 

次に、メタボリックシンドロームの状況です。計画書は６ページ及び１２ページに

記載しています。メタボリックシンドローム該当者は健診を受けた方の１４．６％、

予備群は１１．２％で、４人に１人がメタボの状況にあります。そのメタボの方々の

リスクを見ると、新居浜市では、血圧でひっかかった人が一番多く、血糖、血圧、脂

質の３つが重なっている人は４．１％という状況にあります。 

国保の被保険者の生活習慣病で治療している方の状況です。被保険者約３万人のう

ち、生活習慣病で治療している人が約１万１，０００人いらっしゃいます。それを分

母として書いております。脂質異常５０％、糖尿病３３．６％、高血圧５０．８％で、

重なり合っている人もいるという状況です。以上が基礎的な疾病なのですが、この状

態から重症化した疾患が、虚血性心疾患、糖尿病性腎症、脳血管疾患になります。虚

血性心疾患１３．１％、糖尿病性腎症４％、脳血管疾患が１０．５％で、人数は表の

とおりとなっております。 

治療が長期化し、医療費がかかる病気の代表として人工透析があるのですが、国保

被保険者で透析を受けている人は、９７名いらっしゃいます。単純に費用額と件数で

割り算をしたら、一月一人約４９万円の医療費がかかっています。 

介護保険の状況です。新居浜市と同規模市を比べています。１件当たりの給付費は、

新居浜市の方が低いですが、認定率が同規模の保険者に比べて４．７％高い状況にあ

ります。そして、介護認定を受けている人の大半が、生活習慣病で治療を受けていま

す。認定を受けていない人の２倍以上の費用がかかっています。 

次に、国保医療費の状況ですが、医療費が高額であることはみなさんもご承知だと

思いますが、一人当たりの月額平均医療費は、平成２５年度は、２万７，９３２円で、

前年度との伸び率が０．１％となっております。入院費と外来費の割合ですが、これ

を、同規模市、全国平均と比べると、新居浜市は入院の医療費の割合が高くなってい

ます。生活習慣病治療費の状況ですが、特定健診等の健診を受けている人と受けてな

い人の生活習慣病の治療費は、８倍の差があります。 

次に、特定健診受診者５，６６７人のうち、重症化予防対象者について説明します。 

特定健診受診者のうち、３，２９８人が生活習慣病の治療をしてない方ですが、そ

のうち７００人が重症化予防の対象者となっています。そして、生活習慣病で医療機

関にかかっている人２，３６９人の中では、８３１人が重症化予防の対象者と抽出さ

れています。そして、重症化予防の対象者として、上の血圧が１６０以上、下の血圧

が１００以上の人、心電図検査で心房細動のある人、メタボリックシンドローム該当

者、糖尿病検査の HbA1c の値が６．５以上の人を挙げています。それで、重症化予
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防対象者が、合わせて１，５３１人という状況です。１，５３１人に対する保健事業

の総論的な計画が、データヘルス計画に記載されています。今後、効果的な保健事業

を考えてまいります。 

次に、新居浜市の６５歳未満の死亡の状況ですが、平成２２年度の国勢調査では、

新居浜市の女性の早世が、国の平均に比べて高い状況にあります。様々なデータを、

分析した新居浜市の課題は、①健診の受診率が低い、②生活習慣病の治療者が多い、

③１人当たりの医療費が高い、④介護認定率が高い、⑤健診受診者の４人に１人がメ

タボか予備群であること等でした。それの短期的な目標として、糖尿病・高血圧・脂

質異常の減少、メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少を目指したいと思い

ます。また、中長期的な目標としては、脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病性腎症の

減少を目指したいと思います。それから、医療費が下がっていくことは、今の情勢で

は難しいので、伸び率の抑制を目標として掲げたいと思います。保健事業の評価の方

法としては、KDB システムで、年度毎の数値変化で、事業評価を行いたいと思いま

す。 

 

事務局より説明がありましたが、これについて何か質問、意見等ありませんか。 

 

特定健診受診率の中で全国的に比べて非常に低く、７割の方が受診をしていないと

いう中で、男性と女性の割合はどうなっているのか。男性が受診していない確率が高

いのではないか。 

それと、医療費が総額で２万７，６３０円になっているが、病院、診療所別の入院

外来の平均点数を教えていただきたい。 

 

割合と点数に関して説明をお願いします。 

 

特定健診の男女の比率ですが、平成２５年度の受診率２７．７％でこの中の男女の

対象者に対する受診率ですが、男性が２３．７％、女性が３１．０％で、女性の受診

率が高い結果になっております。 

 

先ほど、男性が２３．７％、女性が３１．０％、これは、非常に健康意識が高い方

が受診されていると思うのですが、７割の人が健康意識の低い人、特に男性がそうで

はないのかと思うので、今後、そういう人たちに対しては、どういうアプローチをし

て全体の受診率を上げる計画があるのかお聞きします。 

 

新居浜市の働き盛りの４０代、５０代の特に男性の受診率が低くなっています。積

極的な受診勧奨活動に努めて、日曜・休日健診等の機会も増やすような方向性で考え

て、受けやすい環境を作っていきたいと思います。 
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山内委員 

先ほどの、入院と外来の点数につきましては、概要の４６、４７ページの一般と退

職の全国平均との比較のところの一般で申し上げますと、入院が新居浜市は一人当た

り１５万９，２５７円、全国は１１万６，６９４円です。外来（入院外）につきまし

ては、一人当たり新居浜市が１２万５，７１８円、全国が１１万３，２４８円という

状況となっています。医療機関別については、KDB システムでは出すことができま

せん。 

 

特定健診ですが、市の方で健診をしている中には、一般企業で健診しているのが入

っていないということを保健所の方から聞いたのですが、このデータは両方入ってい

るのでしょうか。 

 

国保の被保険者ということで、基本的に特定健康診査は保険者、社会保険なら社会

保険、国保なら国保と、それぞれが行うということになっていますので、市は国保の

数値で、一般企業の受診者数は入っていません。 

 

受診率に一般企業の人数が入っていないと、新居浜市のデータは悪くなりますよ

ね。健康な方が働いていて、その方のデータが市のデータに入ってなければ、受診率

も下がるし、健康状態というものも下がってきます。なぜ、入れないのでしょうか。 

 

保険者ごとに自分のところの被保険者に取組むということで、その率が出ていま

す。市民全体の数値というのは把握できてないというのが現状です。 

 

KDB というのは、去年、少し前から導入されたシステムですね。業務の効率化と

か解析の高さとかいう部分では、どのように従来と変わっているのでしょうか。 

 

KDB システムは、新たに入ったシステムで、健診データ、医療データ、介護デー

タ等が串刺しで見ることができるシステムになっています。ですので、新居浜市の健

康課題や個人の健診結果、また、その人がどのような病気で治療しているのか等が、

ボタン１つの操作で、閲覧できるシステムになっており、健診結果や治療状況に応じ

た効果的な保健事業に役立つシステムとなっています。個人のデータとしては、血圧

の高い人が悪い順番に出てきたり、透析の患者が一覧できたり、健診を受けているか

どうか等が確認できるようになっています。 

また、新居浜市の死亡の状況や治療の状況、医療費の状況等も年度毎に出るような

システムになっていますので、効果的に活用すれば、健康格差の縮小や健康寿命の延

伸、生活習慣病の重症化予防で医療費の適正化を図ること等に役立つシステムとなっ

ております。 

 

医療費のところの生活習慣病の治療で、健診を受けている方と健診を受けていない
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方は８倍違うと書いてあるのですが、それは、生活習慣病の治療を受けている人が健

診を受けていない人が多いからで、健診受診の有無とはあまり関係がないのではない

ですか。 

山内委員さんのお見立てのとおりです。 

 

今年度から、C 型肝炎の治療が経口投与で始まったのですが、それがだいたい透析

患者さんの１年分くらいの医療費になるのですが、新居浜市には、C 型肝炎の感染者

の方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。 

 

Ｃ型肝炎の治療者数等につきましては、確認してからお答えします。 

【確認事項：Ｃ型肝炎治療を公費助成で受けている被保険者の状況について】 

国保被保険者で、Ｃ型肝炎の治療を公費助成で受けている人は、現在９人です。 

肝炎治療の医療費助成の申請先である西条保健所によると、今年度から使用開始と

なった薬剤が高額なため（６月から使用開始の薬剤が１錠６万円、９月から使用開

始の薬剤が１錠８万円）、１か月当たりの医療費が、５００万円から６００万円かか

る場合もあるということです。（平成２７年９月末の状況） 

 

データヘルス計画は、平成２９年度に全部を検証ということで、数値もでてきます

し、新居浜市が高血圧ベスト１０等に入らないように、ぜひ活用していただきたいと

思います。 

では、最後に事務局から事務連絡をお願いします。 

 

次回の運営協議会の開催日につきましては、２月を予定いたしておりまして、改め

て日程調整をさせていただいてご連絡いたします。 

 

これをもちまして、平成２７年度第１回国民健康保険運営協議会を終了いたしま

す。ありがとうございました。 

 

 

  以上のとおり会議の顛末を記録し、相違ないことを証明します。 

 

    平成２７年１１月６日 

 

       新居浜市国民健康保険被保険者代表委員   野 村 待 子   

 

       新居浜市国民健康保険保険薬剤師代表委員  大 野 高 溥   


